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消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ
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月次相談リポート

「裁判を起こす」などと脅す
「架空請求ハガキ」にご注意！

令和元（2019）年　５月号

お互いに　一声かけて見守りを！

　「地方裁判所管理局」「民事訴訟管理センター」
などと書かれたハガキは架空請求ハガキです ！ 

●�料金未納の「訴訟最終通告」と書いてあるが、身に�
覚えがない。取り下げ期日まで日数がなく不安だ。

●桐家紋のような紋章が印刷されて
　いるが、本当に裁判所からの通知
　なのだろうか。

「地方裁判所」と名乗っていても、
裁判所とは一切関係ありません！
絶対に連絡を取らないように！






